
換気をせずに 施設の壁清掃に

トイレ清掃中に 原液のままカビ取り用洗剤を

洗浄剤を使って 使って呼吸困難に

フッ化水素中毒に

あなたの職場は大丈夫!?

いつもの作業の「化学製品」
適切に管理していますか？

殺虫剤が散布作業中に

不十分な保護具で体に付着し
美容院で毛染め剤を素手で

使って皮膚にかぶれ
有機リン中毒に

労働災害防止のため新たな化学物質管理規制が始まっています！

労働安全衛生関係法令の改正により令和6年度から業種・事業規模を問わず、化学物質

管理者の選任やリスクアセスメント等に基づく適切な管理等が義務付けられました。

まずはホームページで必要な対応をチェック！

ケミガイド 検索 https://chemiguide.mhlw.go.jp/
※記載の製品において、規制対象となるのはリスクアセスメント対象物の場合です。



お問い合わせは労働局・最寄りの労働基準監督署へ 山梨労働局健康安全課 055-225-2855
甲府労働基準監督署 055-224-5617
都留労働基準監督署 0554-43-2195
鰍沢労働基準監督署 0556-22-3181
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